
職 場 の 健 康 づ く り を 応 援

※年間利用限度数とは､下記の (1) と (2) の利用方法の総合計 (提携施設を除く )をいいます｡
※年間利用限度数を超過した場合､超過 1回あたり 法人 A 1,650 円､法人 B 2,200 円､法人 C 2,750 円を毎年 3月末で締めてご請求させていただきます｡

(1) 記名式個人登録カードを 30枚まで発行いたします｡
※個人の利用回数を設定することができます｡
※身分証明書 (貴社指定 ) の提示が必要です｡
※30枚を超えた場合は､カード登録料 220円 / 枚となります｡

(2) ご希望により､無記名式法人利用券 360 枚 / 年 を発行いたします｡

利 用 方 法

▪ 会員資格は単年度（4月～翌 3月まで）の 1年間となります。（但し、退会のお申し出がない場合又は当社から期間満了をもって会員資格の喪失させる旨の
通知がない場合は、会員資格は満期後さらに 1年間継続となります）
▪ 上記の年会費は 4月～翌年 3月までとなっておりますが、途中月にご入会の場合には月換算いたします。
▪ 一旦お支払いいただいた入会金・年会費等は理由を問わず、ご返金いたしません。
▪ 会員の期間内に年会費の改定を行うことがあります。
▪ 『入会申込書』記載事項に変更があった場合は｢変更事項の届出｣が必要となります。
▪ 利用回数の追加は、1/3 口 120 回 / 年から追加が可能です。 Aプラン 110,000 円 B プラン 154,000 円 C プラン 198,000 円 （追加年会費）となります。
▪ 提携施設利用料金は、2,200 円／回となります。

※個人登録カード・法人利用券は、法人会員会社の社員・家族の福利厚生の目的としての利用のみとし、商行為・営業活動などにはご利用いただけません。

注 意 事 項

TEL.027-327-0738
施設見学・体験等、法人会員に関するお問合せは下記番号よりお問い合わせください

法 人 会 員
Guide of  Corporate  Customer

こ の 度 は 法 人 会 員 を ご 検 討 い た だ き 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。

入 会 金

年 会 費（ 法 人 会 員 A ）

年 会 費（ 法 人 会 員 B ）

年 会 費（ 法 人 会 員 C ）

利 用 可 能 施 設

会 員 期 限

年 間 利 用 限 度 数

110,000円（税込）

330,000円（税込） ●利用料（個人負担）1,100円（税込）

462 ,000円（税込） ●利用料（個人負担）550円（税込）

594 ,000円（税込） ●利用料（個人負担）0円

ドゥ・スポーツプラザ上里店および提携施設（別途利用料あり）

単年度自動更新（毎年3月末まで）

360回

項　目 内　　　　容
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